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資料 4-1

平成 27 年 2 月 12 日

高圧ガス保安協会

液化石油ガス部

液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｅ型・ＥＢ型）技術基準（KHKS0741）

及び液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｅ4型）技術基準（KHKS0743）

の改正について

１.改正の主旨

液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガス遮断装置（Ｅ型・ＥＢ型）技術基準（ＫＨＫ

Ｓ 0741）(以下、「E・EB 型基準」という。)及び液化石油ガス用マイコン型流量検知式自動ガ

ス遮断装置（Ｅ4型）技術基準（ＫＨＫＳ 0743）(以下、「Ｅ4型基準」という。)は、いわゆるマイ

コンメータＥ型、ＥＢ型及びＥ4 型の材料、構造、性能、耐久性等に関して技術上の基準及

び検査の方法を定めている。

秋から冬場に多く見られる不要な遮断の発生低減を目的とした再学習機能をメーターに

追加搭載するため、日本ガスメーター工業会より E 型・EB 型基準及び E4 型基準への同機

能追加の要望があった。そこで、要望を踏まえて当該基準を今般見直し、改正しようとする

ものである。

2.主な改正点

1) ガス消費の急激な変化により同メーターの遮断判定値に達した際に、その変化が給

湯器もしくはファンヒーターの使用によるものであることを新機能が判定する場合にお

いて、遮断することなく、再学習を開始する機能に係る技術基準及び検査方法の新設

（1）新設の背景等

①現行機能について

マイコンメータＥ型（以下「E」という。）、使用最大流量が4m3/hであるＥ４型（以下

「E4」という。）及びマイコンメータＥＢ型（以下「EB」という。）に、合計流量や増加流

量の値が遮断判定値に達した場合に、遮断する機能が搭載されている。

また、E、E4及びEBのうち使用最大流量4m3/hであるもの（以下「EB4」という。）

には、設置先の燃焼器具の継続使用時間の値が遮断判定値に達した場合に、遮

断する機能が搭載されている。

これらの遮断判定値は初期学習により最適値が設定され、以降、（a)遮断判定

値に達して遮断した場合、（b）遮断判定値に達していないが一定の割合の値に達

した場合、（c）強制的に行う場合等に再学習が行われ、最適な遮断判定値が再設

定されることとなる。

②機能追加の背景について

秋は給湯器使用時の合計・増加流量遮断が、夏季に比べ2～3倍の件数で発生

しており、冬はファンヒーター使用時の継続使用時間遮断が、夏季に比べ約4倍の

件数で発生している。これらの多くは、ガス使用量が減少し、再学習により低い遮

断判定値が設定される夏から、給湯器、暖房器具の長時間使用等、ガス使用量が
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増加する秋、冬となり、ガス消費パターンの急激な変化が発生するため、再学習機

能が追従できずに遮断される、いわゆる不要遮断と見られ、全国年間で合計・増加

流量の不要遮断は推定約 21 万件、継続使用時間の不要遮断は推定約 102 万件

が発生している。

③追加機能について

ガス器具はその種類によってガス流量の変化に特徴（下図 1参照）があることか

ら、点火時、点火後の流量変化等から総合的に判断し、ガス器具の種類を識別す

る機能が開発された。

その識別率は、集中監視による液化石油ガス燃焼器自動識別システム開発プ

ロジェクト事後評価報告（平成 24 年 3 月 産業構造審議会産業技術分科会 評価

小委員会）にてファンヒーターの誤判定率は 0％である等、その識別率は一定の評

価を得ている。

そこで、不要遮断の原因に多い給湯器もしくはファンヒーターについて、その使

用を識別する場合において、（a)給湯器使用時に合計・増加流量の遮断判定値を

超えた場合、（b）給湯器もしくはファンヒーターの使用時に継続使用時間の遮断判

定値を超えた場合にあっては、遮断せずに再学習を開始させる機能を追加しようと

いうものである。（下図 2参照）

ただし、継続使用時間遮断値については、いわゆる CO 中毒対策区分制限値※1

が定められている区分※25 及び区分 6については除かれる。
※1 不完全燃焼防止機能のない開放型湯沸器に対応するＣＯ中毒対策のための制限値で使用時間を 20 分に制限するもの

※2流量監視区分はその流量に応じて1～13の区分が設定されており、区分に応じて、継続使用時間の上限、下限値が設定されている。

図 1 代表的ガス流量の波形例

ファンヒーター 給湯器 テーブルコンロ（押し回し式）

図 2 再学習の流れ（イメージ）

従来 機能追加後
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④追加機能に伴う影響について

追加機能が給湯器やファンヒーターを識別している間は、遮断せずに再学習を開

始するが、識別の結果、異なるガス器具であった場合については、再学習を中断し、

現行通りの保安機能が動作することとなる。

また、識別の誤判定について、ガス漏れが発生した場合においては、ガス器具の

ガス流量、波形とは異なることから識別せず、現行通りの保安機能が動作する。

なお、再学習が行われることにより、設定される遮断判定値のその上・下限値は

現行通りであり、最大流量の監視区分 13 においては、継続使用時間の設定下限値

は15分（一定の条件下では40分）、警報器接続未接続の場合で40分、接続の場合

で 75 分と従来通りの設定となる。

この追加機能の動作により、同メーターの合計・増加流量の不要遮断及び継続使

用時間の不要遮断は減少する見込みである。

（2）新設される基準等

①Ｅ・ＥＢ型基準（ＫＨＫＳ 0741）の技術上の基準及び検査の方法について

合計・増加流量遮断値及び継続使用時間遮断値の規定項目に、従来より定め

られている上・下限値等を引用する形で追加する。追加文については下表1参照。

表 1 技術上の基準及び検査の方法

技術上の基準 検査の方法

12 合計流量遮断値及び増加流量遮断値は、

次に掲げる条件に適合するものであること。

（1）（略）

（2）（略）

（3）マイコンメータＥ及びＥＢで給湯器を識別で

きるものにあっては、当該マイコンメータが

給湯器の使用を認識している間に、当該マ

イコンメータに設定されている合計流量遮断

値もしくは増加流量遮断値を超える流量を

検知した場合、その遮断値を規格上限値に

引き上げ、その後、消費パターンの変動に

応じ、改めてマイコンメータＥにあっては

12.(1)の表に、マイコンメータＥB にあっては

12.(2)の表に掲げる範囲で無段階に自動設

定する機能を有するものであること。

12

（1）（略）

（2）（略）

（3）マイコンメータが給湯器の使用を認

識している間に、当該マイコンメータ

に設定されている合計流量遮断値も

しくは増加流量遮断値を超える流量

を流したとき、その遮断値を規格上

限値に引き上げ、その後、消費パタ

ーンの変動に応じて、マイコンメータ

Ｅにあっては技術上の基準 12.(1)の

表に、マイコンメータＥＢにあっては

技術上の基準 12.(2)の表に掲げる範

囲で改めて増加再学習が確実に動

作することを確認すること。

13

（1）（略）

（2）（略）

（3）（略）

13

（1）（略）

（2）（略）

（3）（略）
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（4）マイコンメータＥ及び使用最大流量が 4ｍ3

／hのマイコンメータＥＢで給湯器及びファ

ンヒーターを識別できるものにあっては、当

該マイコンメータが給湯器もしくはファンヒ

ーターの使用を認識している間に、継続使

用時間遮断値の区分 5及び区分 6 を除く

特定の区分において、当該マイコンメータ

に設定されている継続使用時間遮断値を

超える使用時間を検知した場合、その遮

断値を当該区分の制限時間上限値に引き

上げ、その後、消費パターンの変動に応

じ、改めて 13.(1)の表に掲げる範囲で無段

階に自動設定する機能を有するものであ

ること。

（略）

（4）マイコンメータが給湯器もしくはファ

ンヒーターの使用を認識している間

に、次の事象について確認するこ

と。

ａ．当該マイコンメータに設定されてい

る流量区分の継続使用時間遮断値

を超えて当該区分の流量を流したと

き、その遮断値を当該区分の制限

時間上限値に引き上げ、その後、

消費パターンの変動に応じて、マイ

コンメータＥにあっては技術上の基

準 13.(1)の表に、マイコンメータＥＢ

にあっては技術上の基準 13(2)の表

に掲げる範囲で増加再学習が確実

に動作すること。

ｂ．継続使用時間遮断値の区分 5及び

区分 6において、ａ．の機能が動作

しないこと。

（略）

②Ｅ4 型技術基準（ＫＨＫＳ 0743）の技術上の基準及び検査の方法について

合計・増加流量遮断値及び継続使用時間遮断値の規定項目に、従来より定められ

ている上・下限値等を引用する形で追加する。追加文については下表 2参照。

表 2 技術上の基準及び検査の方法

技術上の基準 検査の方法

12

（1）（略）

（2）給湯器を識別できるものにあっては、当該

マイコンメータが給湯器の使用を認識して

いる間に、当該マイコンメータに設定されて

いる合計流量遮断値もしくは増加流量遮断

値を超える流量を検知した場合、その遮断

値を規格上限値に引き上げ、その後、消費

パターンの変動に応じ、改めて 12.(1)の表

に掲げる範囲で無段階に自動設定する機

能を有するものであること。

（略）

12

（1）（略）

（2）マイコンメータが給湯器の使用を認

識している間に、当該マイコンメータに

設定されている合計流量遮断値もしく

は増加流量遮断値を超える流量を流

したとき、その遮断値を規格上限値に

引き上げ、その後、消費パターンの変

動に応じて、増加再学習が確実に動

作することを確認すること。

（略）

13

（1）（略）

13

（1）（略）
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（2）給湯器及びファンヒーターを識別できるも

のにあっては、当該マイコンメータが給湯

器もしくはファンヒーターの使用を認識して

いる間に、継続使用時間遮断値の区分 5

及び区分 6 を除く特定の区分において、当

該マイコンメータに設定されている継続使

用時間遮断値を超える使用時間を検知し

た場合、その遮断値を当該区分の制限時

間上限値に引き上げ、その後、消費パター

ンの変動に応じ、改めて 13.(1)の表に掲げ

る範囲で無段階に自動設定する機能を有

するものであること。

（3）（略）

（2）マイコンメータが給湯器もしくはファ

ンヒーターの使用を認識している間

に、次の事象について確認すること。

ａ.当該マイコンメータに設定されてい

る流量区分の継続使用時間遮断値

を超えて当該区分の流量を流した

とき、その遮断値を当該区分の制

限時間上限値に引き上げ、その

後、消費パターンの変動に応じて、

増加再学習が確実に動作するこ

と。

ｂ.継続使用時間遮断値の区分 5 及び

区分 6 において、a.の機能が動作し

ないこと。

（3）（略）

2) 字句の修正等

新旧対照表（資料 4-2 及び資料 4-3）参照

以上


